
○八千代市成年後見制度利用支援事業実施要綱  

制定 平成１５年 ３月３１日告示第 ５３号  
改正 平成２４年  ７月 ３日告示第１５７号  
   平成２８年  ３月３０日告示第  ６０号  
   令和 ４年 ３月２５日告示第  ５４号  

（趣旨）  

第１条 この要綱は，民法（明治２９年法律第８９号）第７条，第１１条，第

１３条第２項，第１５条第１項，第１７条第１項，第８７６条の４第１項及

び第８７６条の９第１項に規定する審判の請求（以下「審判請求」という。）

について精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２

３号）第５１条の１１の２，知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）

第２８条又は老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第３２条の規定によ

り市長が行う審判の請求（以下「市長申立て」という。）の手続及び成年後見

制度に係る費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。  

（市長申立て）  

第２条 市長は，精神障害者，知的障害者又は６５歳以上の者（６５歳未満の

者であって特に必要があると認められるものを含む。）であって，次の各号の

いずれにも該当するものにつき市長申立てを行うものとする。  

⑴ 事理を弁識する能力が不十分なために，日常生活を営むことに支障があ

る者  

⑵ 後見，保佐又は補助開始の審判（以下「後見等開始の審判」という。）の

請求を自ら行うことが困難である者  

⑶ 配偶者又は４親等内の親族（以下「親族等」という。）による保護又は後

見等開始の審判の請求が期待できない者  

⑷ 福祉サービス等を利用する必要がある者で，福祉サービス等を利用する

ことにより福祉の増進が期待できるもの  

（費用負担）  

第３条 市長は，市長申立てについて，家事事件手続法（平成２３年法律第

５２号）第２８条第１項の規定により申立人が負担することとされる，審判

請求に必要な費用を負担するものとする。  

２  市長は，前項の費用につき，家事事件手続法第２８条第２項の規定によ

る命令を促す申立てを家庭裁判所に対して行うことができる。  



（報酬助成の内容）  

第４条  市長は，審判請求に基づき後見等開始の審判を受けた者（以下「成

年被後見人等」という。）に対し，成年後見人及び成年後見監督人，保佐

人及び保佐監督人又は補助人及び補助監督人（以下「成年後見人等」とい

う。）に支払う報酬の助成（以下「報酬助成」という。）を行うものとする。  

（報酬助成の対象者）  

第４条の２ 報酬助成の対象者は，次の各号のいずれにも該当する成年被後

見人等とする。  

⑴ 本市に居住し，かつ，本市の住民基本台帳に記録されている者（本市

以外の市町村又はその長が高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する

支援等に関する法律（平成１７年法律第１２４号）第９条第２項の措置

を行っている者，本市以外の市町村（特別区を含む。以下同じ。）が行う

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９条の介護保険の被保険者で

ある者及び本市以外の市町村が障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６条の自立支援

給付を行っている者を除く。）  

⑵ 次のいずれかに該当する者（その利用し得る資産を活用してもなお成

年後見人等に報酬を支払うことが困難であると市長が認めるものに限

る。）  

ア 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する

被保護者（八千代市健康福祉部長が同法第１９条第４項の保護の実施

機関である場合に限る。）  

イ  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３

０号）第１４条第１項に規定する支援給付（以下「支援給付」という。）

を受けている者（八千代市健康福祉部長が支援給付の実施機関である

場合に限る。）  

ウ 市町村民税を課されない者（生計を一にする世帯に属する者が全て

市町村民税を課されない者である場合に限る。）  

２  本市から市外の社会福祉施設等に入所等したことにより転出した者で



あって，現に当該社会福祉施設等に入所等しているものは，前項第１号に

掲げる者とみなす。  

３ 第１項の規定にかかわらず，成年被後見人等の成年後見人等が親族等で

ある場合は，当該成年被後見人等を報酬助成の対象者としない。  

（助成の額）  

第５条 報酬助成の額は，成年後見人等に付与する報酬の額として家庭裁判所

が定めた額の合計額とする。ただし，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，

当該各号に定める額を限度とする。  

⑴ 成年被後見人等が在宅で生活している場合  月額２８，０００円  

⑵ 成年被後見人等が施設入所し，又は長期入院している場合  月額１８，

０００円  

（申請）  

第６条 報酬助成を受けようとする者は，八千代市成年後見制度利用支援事業

報酬助成申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて，市長に家庭裁判

所による報酬付与の決定のあった日の翌日から起算して９０日以内に申請し

なければならない。  

⑴ 第４条の２第１項第２号アに掲げる者が申請する場合にあっては，生活

保護を受給していることが確認できる書類  

⑵ 第４条の２第１項第２号イに掲げる者が申請する場合にあっては，支援

給付を受けていることが確認できる書類  

⑶ 第４条の２第１項第２号ウに掲げる者が申請する場合にあっては，次に

掲げる書類  

ア 本人及び生計を一にする世帯に属する者が市町村民税を課されない者

であることが確認できる書類  

イ 同意書（第２号様式）  

⑷ 家庭裁判所に提出した報酬付与申立事情説明書の写し  

⑸ 家庭裁判所に提出した財産目録（定期報告用）の写し（これにより難い

場合は，所有する資産の状況が確認できる書類）  

⑹ 報酬付与の審判に係る審判書  

⑺ その他市長が必要と認める書類  



（決定）  

第７条 市長は，前条の規定による申請を受けたときは，審査の上速やかに助

成の可否を決定し，八千代市成年後見制度利用支援事業報酬助成決定（却下）

通知書（第３号様式）により，当該申請をした者に通知するものとする。  

（中止又は変更）  

第８条 前条の規定により助成を決定する旨の通知を受けた者は，第４条の２

第１項各号のいずれかに該当しなくなったとき又は申請内容に変更が生じ

たときは，八千代市成年後見制度利用支援事業報酬助成中止（変更）届（第

４号様式）に当該事実が確認できる書類を添えて，市長に届け出なければな

らない。  

（受給権の消滅）  

第９条 報酬助成を受ける権利は，成年被後見人等が次の各号のいずれかに該

当したときは，消滅する。  

⑴ 第４条の２第１項各号のいずれかに該当しなくなったとき。  

⑵ 後見等開始の審判が取り消されたとき。  

（その他）  

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。  

附 則  

この告示は，平成１５年４月１日から施行する。  

附 則（平成２４年告示第１５７号）  

（施行期日）  

１ この告示は，平成２４年７月９日から施行する。  

（経過措置）  

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において出入国管理

及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等

の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成２１年法律第

７９号）第４条の規定による廃止前の外国人登録法（昭和２７年法律第１２

５号）の規定に基づき外国人登録原票に登録されていた者に係る第７条の規

定による改正後の八千代市精神障害者医療費助成要綱第３条第２号及び第３

号の規定の適用については，施行日前において外国人登録原票に登録されて



いた期間は住民基本台帳に記録されていた期間とみなす。  

附 則（平成２８年告示第６０号）  

（施行期日）  

１ この告示は，平成２８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この告示による改正後の八千代市成年後見制度利用支援事業実施要綱

の規定は，平成２７年４月１日以後に生じた成年後見人等に支払う報酬

（以下「支払報酬」という。）のうち，当該支払報酬に係る報酬付与の審

判により決定された報酬付与期間の最終日の１年前の日から当該最終日

までの間に生じた支払報酬の助成について適用し，当該最終日の１年前の

日前に生じた支払報酬の助成については，なお従前の例による。  

   附 則（令和４年告示第５４号）  

 （施行期日）  

１ この告示は，令和４年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この告示による改正後の八千代市成年後見制度利用支援事業実施要綱

の規定は，この告示の施行の日以後に家庭裁判所による報酬付与の決定が

あった成年後見人等の報酬の助成について適用し，同日前に家庭裁判所に

よる報酬付与の決定があった成年後見人等の報酬の助成については，なお

従前の例による。  

 



第１号様式（第６条）  

 

八千代市成年後見制度利用支援事業報酬助成申請書  

 

年  月  日  

 

（宛先） 八千代市長  

 

氏名       
成年被後見人等との関係  

（       ） 
住所  
電話  

 

八千代市成年後見制度利用支援事業報酬助成を受けたいので，下記のとおり

申請します。  

 

記  

 

１ 成年被後見人等氏名  

２ 成年被後見人等住所  

３ 報酬額  月額  円  

４ 報酬開始年月  年  月  



第２号様式（第６条第３号イ）  

 

同 意 書 

 

年  月  日  

（宛先） 八千代市長  

 

氏名      ㊞  
成年被後見人等との関係  

（       ） 
住所  
電話  

 

 八千代市成年後見制度利用支援事業報酬助成の決定又は実施のために必要が

あるときは，下記成年被後見人等の資産及び収入等の状況につき，貴職が官公

署に調査を嘱託し，又は銀行，信託会社，当該成年被後見人等の雇主その他の

関係人（以下「銀行等」という。）に報告を求めることに同意します。  

 また，貴職の調査嘱託又は報告要求に対し，官公署又は銀行等が報告するこ

とについて，下記成年被後見人等が同意している旨を官公署又は銀行等に伝え

て構いません。  

 

記  

 

１ 成年被後見人等氏名  

２ 成年被後見人等住所  

３ 成年被後見人等生年月日  



第３号様式（第７条）  

第     号  

年  月  日  

 

八千代市成年後見制度利用支援事業報酬助成決定（却下）通知書  

 

様  

八千代市長    印  

 

  年  月   日付けで申請のあった八千代市成年後見制度利用支援事業

報酬助成について，下記のとおり決定しましたので，通知します。  

 

記  

 

１ 助成する  

⑴ 成年被後見人等氏名  

⑵ 助成開始年月  年  月  

⑶ 助成額  月額  円  

注 申請した内容に変更があったときは，届け出てください。  

 

２ 次の理由により却下する。  

理由  



第４号様式（第８条）  

 

八千代市成年後見制度利用支援事業報酬助成中止（変更）届  

 

年  月  日  

（宛先） 八千代市長  

 

氏名       
成年被後見人等との関係  

（       ） 
住所  
電話  

 

八千代市成年後見制度利用支援事業報酬助成について，次のとおり届け出ま

す。  

成 年 被 後 見 人

等の氏名  

 

届出内容  中止・変更  

中止  
年月日  

変更  
年  月  日  

変更内容  

変更前  変更後  

  

１ 届出内容は，該当するものに○を付けてください。  

２ 中止又は変更があったことが確認できる書類を添付してください。  

 


